
町、字の区域及び名称の取扱いについて

                                                                                                                 

　　　　平成１５年１１月２５日提出

協議第９号

町、字の区域及び名称の取扱いについて提出する。

平成１５年１２月２４日　確認

町、字の区域及び名称の取扱いについて

　１．４市町村の町、字の区域については、従前のとおりとする。

　２．名称の表示は、大字の字句を削除することとし、新市の名称に続

   　く町名、大字名については、合併前において現市町村で調整する。

　３．新市の住所の表示は、番地と数値の間の「の」を表記しないこと

   　とする。

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　松　岡　一　俊　　



菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容
菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目町、字の区域及び名称の取扱い 関 係 項 目

調 整 の 内 容
１．４市町村の町・字の区域については、従前のとおりとする。

２．名称の表示は大字の字句を削除することとし、新市の名所に続く町名、大字名については、合併前において現市町村で調整する。
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1.大字名
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２.小字数 ○小字名（1,０４２） ○小字名（３２９） ○小字名（２６９） ○小字名（２７４）



町、字の区域及び名称の取扱いについて(資料)

関　　係　　法　　令

地方自治法（昭和22年法律第67号）

（市町村の廃置分合及び境界変更）
第７条　市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、
都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総
務大臣に届け出なければならない。
２　前項の規定により廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総
務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
３　都道府県の境界にわたる市町村の変更は、関係のある普通地方公共団体の申
請に基き、総務大臣がこれを定める。
４　第１項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協
議してこれを定める。
５　第１項、第３項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共
団体の議会の議決を経なければならない。
６　第１項の規定による届出を受理したとき、又は、第３項の規定による処分をしたと
きは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の
長に通知しなければならない。
７　第１項又は第３項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を
生ずる。

（郡の区域）
第259条　郡の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその
名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経
てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
２　郡の区域内において市の設置があったとき、又は郡の区域の境界にわたって市
町村の境界の変更があったときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
３　郡の区域の境界にわたって町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の
区域は、第１項の例によりこれを定める。
４　第１項乃至第３項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとと
もに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第７条第７項の規
定は、第１項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止
し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
５　第１項乃至第３項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

（市町村区域内の町又は字の区域）
第260条　政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の
区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名
称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定
め、都道府県知事に届け出なければならない。
２　前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示し
なければならない。
３　第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規
定による告示によりその効力を生ずる。

○その他関連法令　住民基本台帳法施行令

（職権による住民票の記載等）
第12条　市町村長は、法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合
において、当該届出がないときを知ったときは、当該記載等をすべき事実を確認し
て、職権で、第７条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければなら
ない。
２　市町村長は、次に掲げる場合において、第７条から第10条までの規定により住民
票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の
記載等をしなければならない。

　　（１号～６号　省略）

　（７）　行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、
地番の変更又は住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）第３条第１項及び
第２項若しくは同法第４条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の
表示の変更があったとき。

　　（以下省略）
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